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平成３１年度 第１回定例教育委員会 議事録 
 

 

■ 日  時 平成３１年４月１日（月）午前１０時００分～午前１１時５５分 

 

■ 場  所 和束町体験交流センター 会議室 

 

■ 出席委員 教育長        西 本 吉 生 

教育長職務代理者   石 橋 常 男 

委員         北 口 弘 子 

委員         村 田 年 宏 

委員         植 田 宏 和 

 

■ 欠席委員 ０人 

 

■ 説 明 員 教育次長       竹 谷 秀 俊 

学校教育課長     竹 谷 正 則 

生涯学習課長     竹 谷 秀 俊（教育次長兼務） 

生涯学習課生涯学習係長 

    増 田 晋 吾 

 

■ 事 務 局 教育次長       竹 谷 秀 俊 

学校教育課主事    東 浦   翼 

       学校教育指導員兼社会教育指導員 

   稲 垣 公 美 

 

■ 傍聴者数 ０人 

 

■ 議事日程 

       日程１ 議事録の承認 

       日程２ 議事録署名委員の指名 

       日程３ 会期の決定 

       日程４ 教育長職務代理者の指名について 

日程５ 諸般の報告について 

       日程６ その他 
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■ 議  事 

西本教育長 

 ただ今から、平成３１年度第１回定例教育委員会を開会いたします。 

 日程第１、「議事録の承認」を議題とします。 

 平成３０年度の第１２回定例教育委員会の議事録については、過日、同会議に出席され

た教育委員により内容を確認いただいております。 

 議事録について、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。 

 質問等ある方は挙手を願います。 

 

（各委員より無いとの声あり） 

 

西本教育長 

 特に、ご意見、ご質問がありませんので、これを承認することとします。 

 日程第２、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の議事録署名委員は、石橋委員に

お願いします。 

 日程第３、「会期の決定」を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日、１

日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（各委員より異議なしとの声あり） 

 

西本教育長 

 異議なしということですので、本定例会の会期は、本日、１日間に決定します。 

 日程第４、「教育長職務代理者の指名について」を議題とします。 

 教育次長から説明をしてください。 

 

竹谷教育次長 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項において、「教育長に事故が

あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う」

と規定されており、教育長が教育長職務代理者を指名することになっております。 

 本教育委員会では、西本教育長の任期中の教育長職務代理者に、平成２８年４月１日か

ら３年間、石橋委員を指名されておりましたが、その任期が本年３月３１日をもって満了

となりますので、新たに教育長職務代理者を指名するものでございます。 

 説明は、以上でございます。 

 

西本教育長 

 ただ今、教育次長から教育長職務代理者の指名について説明がありました。よろしいで

すか。それでは、私から教育長職務代理者を指名させていただきます。 

 教育長職務代理者には、引き続き、石橋委員を指名いたします。石橋委員、いかがでし
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ょうか。 

 

石橋委員 

 ただ今、西本教育長から私を教育長職務代理者との指名がございました。教育長職務代

理者をお受けさせていただきます。ただ、教育長職務代理者は、いざという時には、事務

局のトップとして実際に事務全般を見なくてはなりません。従って、非常勤である私が毎

日、事務局の事務を指揮監督することは現実的に難しいと思います。大切な教育行政を一

日たりとも停滞させることは許されません。従前は、教育長職務代理者としての職務のう

ち、事務局の事務の執行については、教育次長に、次に、学校教育課長又は生涯学習課長

の順に委任できるとなっていましたので、今回もよろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 石橋委員にお受けいただいた上で、石橋委員の思いを述べていただきました。具体的な

事務の執行の部分については、地教行法第２５条第４項で、事務局職員に委任できる旨の

規定がございますので、そのように対応したいと思います。なお、教育長職務代理者に指

名する期間は、本日から石橋委員の任期満了の平成３２年３月３１日までとします。 

 

石橋委員 

 事務の委任の件、よろしくお願いします。 

 

西本教育長 

 それでは、地教行法第１３条第２項に定める教育長職務代理者に石橋委員を指名します。 

また、石橋委員から申し出のあった、具体的な事務の執行の部分につきましては、地教行

法第２５条第４項に基づき、その職務を教育次長に、次に、学校教育課長又は生涯学習課

長に委任することとします。 

 早速ですが、石橋委員、ご挨拶をお願いします。 

 

石橋委員 

 先ほど自己紹介させていただいましたが、教育委員になって３年目になります。ずっと

現場にいたもので、教育行政ということに関しましては、中々知る場面が無かったのです

が、教育委員をさせていただいて、こういうものだということが分かってきました。ただ、

まだまだ細かいところとか、自分の意見をしっかり申すというところまでは、中々至って

いませんので、教育長職務代理者の仕事をさせていただきまして、積極的な発言をこれか

らしていきたいと思います。また、事務局の方にお世話になると思いますが、よろしくお

願いします。 

 

西本教育長 

 ありがとうございました。よろしくお願いします。 
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 日程第５、「諸般の報告」を行います。 

１番と２番は、教育次長から報告してください。 

 

竹谷教育次長 

 １番、相楽東部広域連合教育委員会教育長、教育委員名簿についてです。別紙で１枚も

のを用意させていただきました。教育長と教育委員の個人情報となっておりますので、取

扱注意でよろしくお願いいたします。 

 ２番、平成３１年度教育委員会事務局組織・職員体制についてです。相楽東部広域連合

教育委員会組織図でございます。３町村からの派遣職員の内訳は、黄色（定数）で、教育

次長が１名、学校教育課が３名、生涯学習課が５名と、青色（単独）で、和束町学校給食

センターが２名、笠置児童館が１名、そして、和束町史編さん室が１名の計１３名となっ

ております。それ以外は、嘱託職員又は臨時職員となります。次は、教育委員会事務局職

員に係る辞令一覧表です。朱書きの部分は、先ほどの辞令交付でございます。派遣職員で

は、番号１、教育次長が笠置中央公民館長を兼務し、生涯学習課長事務取扱となります。

番号３、学校教育課に南山城村職員の吉村主任、番号６、生涯学習課に南山城村職員の井

上課長の後に一宮主事となります。番号５、増田主査は、生涯学習係長に昇格です。次の

ページ、笠置小学校の岡田調理師の後任に宮内調理師が派遣されました。山本指導主事の

後任に鈴江指導主事が就任されました。臨時職員でございますが、南山城村分室に村上社

会教育主事が加わり、和束町史編さん室の臨時職員であった田中専門員が嘱託職員になり

ました。以上でございます。 

 

西本教育長 

 教育委員会の組織と職員体制について、報告がありました。何かご質問等ありますか。

教育委員会の管理職ですが、例年、教育次長、学校教育課長、生涯学習課長の３名だった

のですが、総務課への派遣職員との関係で、教育委員会の生涯学習課長がいなくなり、今

年は、事務取扱という形にならざるを得なかったということを報告しておきます。職員数

は同じですが、管理職が１３名中２名という厳しい状況になりますので、この１年、この

体制で何とか乗り切っていきたいと思っております。もちろん、これが数年続くというこ

とはありませんので、今年についてはご理解をよろしくお願いします。嘱託職員の番号４、

生涯学習課社会教育主事の村上 栄さんにつきましては、南山城村分室勤務で、前にも紹

介しておりますように、地域学校協働本部事業を中心に仕事をしてもらう予定をしており

ます。それと和束町史編さん室専門員の田中淳一郎さんは、山城郷土資料館に長いこと勤

めていただいておりまして、スペシャリストですので十分期待したいと思っております。

よろしいですか。午前１０時半から離任式になりますので、一旦切りましょうか。会議の

途中ですが、暫時休憩ということでお願いします。離任式が終わりましたら、また、ここ

に戻っていただきまして、教育委員会を続けさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 
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（暫時休憩）10：23～10：50 

 

西本教育長 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 諸般の報告３番から６番までは、教育次長から報告してください。 

 

竹谷教育次長 

 ３番、和束町学校給食センター運営委員会委員の選出についてです。昨年度、中井委員

にお世話になっておりましたが、今年度は、村田委員にお世話になりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 ４番、南山城村学校給食センター運営委員会委員の選出についてです。昨年度に引き続

き植田委員にお世話になりたいと思います。よろしくお願いします。 

 ５番、平成３１年度南山城村消防団任命式についてです。４月１４日の日曜日、午前１

０時からやまなみホールで開催されます。植田委員にお願いすることになりました。よろ

しくお願いします。 

 ６番、教育委員会例規の検索についてです。例規につきましては、ホームページで公開

しております。ホームページの画面「教育・文化」、そして「教育委員会」、そして「教育

委員会例規」の順に選択していただきましたら、教育委員会例規がご覧いただけるという

ことでご案内させていただきます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 ３番から６番までの報告がありました。ご質問等ありましたらお願いいたします。よろ

しいですか。引き続き、７番を学校教育課長から報告してください。 

 

竹谷学校教育課長 

 ７番、平成３０年度第２回相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会についてです。３

月２５日に相楽東部広域連合いじめ防止等対策委員会が開催されました。各学校では年２

回、児童生徒にいじめアンケートを実施しており、今回は、１学期に行われた第１回いじ

め調査の追跡調査結果及び２学期末に行った２回目のアンケート結果について事務局から

報告を行いました。委員からは、いじめの解消方法や今後のいじめ防止に向けた対策につ

いて意見が出されました。１回目のアンケートで認知された５１件については、追跡調査

では全て解消されております。２回目の調査では、小学校で２２件を認知されております

が、中学校では認知件数はありませんでした。学校では、聞き取り・話し合い・指導など

を行っておりますが、認知から３か月を経過していないので、未解消となっております。 

 出席された委員からは、「子どもの変化やサインを見逃さないことが大切である」、「服装

や持ち物などが気づきにつながる」、「休み時間になると図書室等へ行くことが多い子ども

は注意が必要である」、「アンケートに書かない子どももいるので気を付ける必要がある」、

「ネット内でのいじめは見えないので注意が必要である」、「小学生の子どもがスマホを欲
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しがるが、直接、相手に伝えてほしい」、「休み時間に教師が遊んでくれているので、今の

子どもは恵まれている」「いじめが起きたときは、決まりとして対応すると決めておくべき

である」、「職員室が入り易く、話しやすい環境であればよい」、「登下校時のバス停でのい

じめが無いか気になっている」等の意見が出されていました。以上です。 

 

西本教育長 

 第２回いじめ防止等対策委員会について報告がありました。ご質問等ありましたらお願

いいたします。この当日の資料を見ていただいて、何かありましたら事務局の方へご質問

等をしていただけたらなと思います。この会議の中で、保護者代表の委員から、連合の子

ども達は、休み時間でも先生が教室にずっといてくれて、本当に一人一人を大事にされて

いるという思いをＰＴＡの委員から出されていました。それがやっぱりいじめ防止に繋が

っているんじゃないかというところです。特に、中学校は休み時間も教職員がみんな教室

に入っていますので、それが良い方向に向いているのかなという感じはしています。よろ

しいですか。引き続いて、８番から１１番までをまとめて報告してください。 

 

竹谷学校教育課長 

 ８番、平成３１年度管内小中学校入学式の出席の割振りについてです。小学校は、今月

９日の火曜日、中学校は、１０日の水曜日に行われる予定となっております。出席者の割

振りについては、事前協議のとおりです。読み上げますので、よろしくお願いします。 

 笠置小学校は、午前１０時開式で、告辞は北口委員です。和束小学校は、午前１０時開

式で、告辞は石橋教育長職務代理者、出席者は村田委員です。南山城小学校は、午前１０

時開式で、告辞は西本教育長、出席者は植田委員です。和束中学校は、午前９時３０分開

式で、告辞は石橋教育長職務代理者、出席者は村田委員です。なお、和束中学校のみ開式

時間が他校と異なっていますので、ご注意をお願いします。笠置中学校は、午前１０時開

式で、告辞は西本教育長、出席者は北口委員と植田委員です。よろしくお願いします。 

 ９番、平成３１年度小中学校入学式・卒業式等の日程（案）についてです。入学式は先

ほどのとおりです。１学期の始業式は小中同日の４月８日、終業式は７月１９日です。２

学期の始業式は、今年度から夏休みを短縮することとなりますので、小中共に８月２７日

で、終業式は１２月２４日です。３学期の始業式は、小中同日の１月８日、修了式は３月

２４日です。卒業式は小学校が３月１９日、中学校は３月１３日を予定しております。 

 １０番、平成３１年度在籍児童・生徒数についてです。今年度、４月１日現在の各小中

学校の児童・生徒数は、平成３０年度の４月１日現在と比較しまして、小学校で７名の減、

中学校で４名の減となっております。 

 １１番、外国語指導助手（ＡＬＴ）の採用についてです。笠置中学校などのＡＬＴとし

てこれまで採用しておりましたケンダル先生が、本年２月末で退職されたことに伴い、４

月から新しいＡＬＴとして、アメリカのアリゾナ州出身のクラーク先生を迎えることとな

りました。クラーク先生には、前任のケンダル先生同様に笠置中学校、笠置小学校、南山

城小学校及び笠置児童館に勤務していただく予定をしております。以上です。 
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西本教育長 

 入学式の参列の方はよろしいですか。よろしくお願いします。平成３１年度の学期ごと

の始業式等の日程も組み入れておいてください。和束中学校の在籍生徒数ですが、転入者

１名が入っていますか。正式に受け付けているのですか。 

 

東浦学校教育課主事 

 まだ、役場へは出ていないですが、１名増える予定です。 

 

西本教育長 

 和束中学校へ１名転入がありますので、１年生は２５名になる予定です。他どうですか。

よろしいですか。ＡＬＴは、日本に来るのはいつですか。 

 

東浦学校教育課主事 

 日本に来るのは４月１４日の日曜日で、京都に来るのが１７日の水曜日です。 

 

西本教育長 

 よろしいですか。次、１２番と１３番は、生涯学習課長から報告してください。 

 

増田生涯学習係長 

 １２番、大人もＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業「春の寄せ植え教室」の実施についてです。

５月１６日の木曜日、午前１０時から和束町体験交流センターで、また、午後２時から南

山城村文化会館で行われます。 

 １３番、読書活動推進事業「ブックカフェ」の実施についてです。５月２４日の金曜日、

午後６時３０分から笠置町の和・民家Ｃａｆｅ豆茶牛で行われます。詳細につきましては、

別添のチラシをご覧いただけたらと思います。以上でございます。 

 

西本教育長 

 春の寄せ植え、ブックカフェは、年間、何回予定しているのですか。 

 

増田生涯学習係長 

 年間、春と秋の２回を予定しております。 

 

西本教育長 

 １回目のブックカフェは、課題図書を指定して、それを読んできてからということにな

っております。この本屋大賞は、本屋さんが一番良く分かっているから、瀬尾まいこさん

も入っていますので、読んであげてください。彼女も頑張っています。よろしいですか。

最後、１４番、平成３１年度の一般会計予算について報告してください。 
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竹谷教育次長 

 平成３１年度予算の概要についてご説明を申し上げたいと思います。別紙の冊子をご覧

ください。歳入歳出予算の歳入でございます。歳入合計、９億６，０４２万３千円でござ

います。歳出でございます。教育委員会の関係は、５款の教育費になります。５億７，３

３７万７千円。内訳は１項教育総務費、１億１８６万３千円。２項小学校費、１億５，３

８０万１千円。３項中学校費、１億２，６４８万１千円。４項社会教育費、６，１９２万

２千円。５項保健体育費、１億２，９３１万円となります。歳出の合計は、歳入と同額の

９億６，０４２万３千円でございます。教育委員会の学校教育課及び生涯学習課の主な施

策につきましては、担当課長から説明をいたします。 

 

竹谷学校教育課長 

 学校教育課所管の予算について説明させていただきます。予算に関しましては、児童生

徒数に比例するものがありますので、予算編成時の各校の見込み数を設定し、積算を行っ

ております。こちらの資料、連合の教育の重点に沿って記載しております。 

 平成３０年度からの継続事業としまして、学校給食費・修学旅行費無償化事業です。児

童生徒の学校給食費及び修学旅行費に関する予算を計上しております。重点目標の１「質

の高い学力をはぐくむ」は、学力診断テスト、各小学校の２年、３年、５年のテストの費

用を計上しております。また、各中学校で行っております漢字検定、英語検定等に関わり

ます費用を計上しております。⑷は、平成３１年度からスタートします「校外活動費」の

補助金です。平成３１年度は小学校分を計上しております。中学校分につきましては、平

成３１年度中に学校の方で精査いたしまして、翌年度から補助金事業を取り組みたいと考

えております。重点目標の２「他人を思いやる心、ふるさとを愛する心など豊かな人間性

をはぐくむ」では、カヌー体験に関わります費用を計上しております。また、最近、ペッ

トボトルによるお茶等を飲む機会が多いですが、急須を使ってお茶を飲む生活習慣を体験

するということで、心を潤すお茶の時間という事業で予算を計上しております。また、教

師用及び児童用の図書購入費、こちらも毎年計上しておるものです。そして、小学校、中

学校の図書室を巡回しております図書館司書に関わります費用を計上しております。継続

です。芸術鑑賞は、各学校でアーティストなどを招いて子ども達に鑑賞してもらうという

内容のものです。ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動推進事業は、京都府補助事業となって

おります。職場体験等に関わるものでございます。重点目標の３「たくましく健やかな身

体をはぐくむ」は、３小学校が集まりまして陸上交歓記録会を実施しております。こちら

は、小体連の事業となっております。中学校では、クラブ活動に関わります費用を計上し

ております。⑶は、学校給食に関わるものです。こちら給食センター等に関わります経費

を計上しております。重点目標の４「一人一人を大切にし、個性や能力を最大限に伸ばす」

は、連合独自の事業としております「わが校の自慢」です。こちらは各校の校長先生のリ

ーダーシップのもとに取り組んでいただいているものです。特別支援教育に関わるものと

しまして、各学校の支援等にかかります費用等を計上しております。⑶は、海外から南山
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城小学校、笠置中学校に来ている児童生徒がおりますので、その子ども達に対しまして、

日本語や生活指導を行う指導員を配置しております。⑷は、人権教育です。こちらは、東

部ブロック及び和束町の人権教育研究会に対する補助金を計上しております。⑸は、笠置

小学校ですが、１クラス当たり少人数ですので、本来、複式学級になりますが、単式で学

級編成するにあたりましての講師の賃金等を計上しております。重点目標の５「社会の変

化に対応し、よりよい社会の構築に貢献できる力をはぐくむ」です。こちらは、先ほど話

をさせていただいたＡＬＴにかかります費用を計上しております。連合は２名のＡＬＴが

勤務しております。重点目標の６「安心・安全で充実した教育の環境を整備する」です。

小学校スクールカウンセラーを配置しております。なお、中学校に関しましては府教委か

らスクールカウンセラーが配置されております。そして、いじめ防止等対策委員会は、年

２回開催しております。先ほど報告したものです。⑵は、就学援助・就学奨励事業です。

家庭の経済的な理由で文房具等の購入に困っている家庭に対し、その費用の一部を補助し

ているものです。⑶は、スクールバス運行事業です。和束小学校、南山城小学校及び笠置

中学校でスクールバスを運行しております。その経費を計上しております。⑷公用車への

ドライブレコーダーの導入を平成３１年度に予定しております。スクールバス等の交通事

故発生時の早期原因究明が図られるよう、公用車へのドライブレコーダー設置を予定して

おります。⑸は、教育環境の整備です。各学校でハード整備や備品等の購入を予定してお

ります。笠置小学校は、平成３１年度に空調の設計を予定しております。また、トイレの

２期工事を予定しております。校務用のパソコンですが、ウィンドウズ７のサポートが終

了しますので、全学校で更新を計画しております。和束小学校は、トイレの２期工事を予

定しております。南山城小学校は、校舎の雨漏り対策シールの打ち替えを予定しておりま

す。笠置中学校は、トイレの１期工事を予定しております。和束中学校は、屋根の葺き替

えにかかります設計を予定しています。重点目標の７「学校の教育力の向上を図る」です。

こちら小規模校等がございますので、小小連携、小中連携、そして、中中連携の合同学習

にかかる費用を計上しております。②は、小中の連携事業です。小学校から中学校へ上が

って、中１ギャップの解消を目的としまして、中学校の美術の先生が小学校で図工を教え

るというものです。③は、小中連携で英語です。中学校での英語の力を早くから身に付け

るために各小学校に英語の先生を派遣するものです。⑵は、連合研究指定校事業です。各

校２年間で研究をしてもらっております。その費用を計上しております。⑶は、教職員の

スキルアップを目的とした研修にかかります費用を計上しております。⑷は、土曜活用に

かかります費用を各校に計上しております。⑸は、もうすぐ１年生体験入学事業です。京

都府事業になります。保育園児等が入学する小学校に慣れ親しめるよう、小１プロブレム

の解消に向けた取組を各小学校で実施しております。学校教育課に係る部分は以上です。 

 

増田生涯学習係長 

 平成３１年度予算の主な施策について、生涯学習課分を説明させていただきます。９番

をご覧いただきたいと思います。「地域社会の力を活かして子どもをはぐくむ環境をつく

る」でございます。⑴学校・家庭・地域連携協力推進事業といたしまして、現在、笠置町
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で行っております笠置地域学校協働本部の事業が年２７回と、今年度、新規に立ち上げま

す南山城村学校・家庭・地域連携協力推進事業の展開ということで、以下のような予算を

計上しております。続きまして、⑵青少年育成委員会事業でございます。笠置町青少年育

成委員会事業といたしまして５項目、和束町青少年育成委員会事業といたしまして２項目、

南山城村青少年育成協議会事業といたしまして５項目の事業を予定しております。また、

⑶につきましては、南山城村子供会後援会連絡協議会事業といたしまして、２つの大会を

予定しております。続きまして１０番、「生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させ

る」でございます。⑴京のまなび教室推進事業で５項目、⑵国際化推進事業で大人の英会

話教室を各町村で行う予定をしております。⑶暮らしのデザイン事業で、①隣まちツアー、

②いい夫婦の日記念日ということで２項目を、⑷女性支援事業としまして、①から③の事

業を予定しております。続きまして、１１番、「生涯学習の振興」でございます。例年どお

り成人式を予定しております。また、⑵大人もＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業といたしまして、

①から⑩の事業を予定しております。⑶高齢者いきいき事業といたしましては、①笠置さ

わやか会、②やまなみ大学、③健康体操教室を予定しております。⑷健康促進事業につい

ては、笠置町民歩こう会と南山城村プール一般開放を計画しております。⑸南山城村社会

体育振興会事業といたしまして、①から④の大会等を予定しております。⑹スポーツ推進

委員会事業といたしまして３項目、⑺和束スポーツクラブ事業といたしまして、①から③

の事業を予定しております。⑻地域住民スポーツ振興事業といたしまして、ボウリング、

グラウンドゴルフ、ゲートボール、ソフトバレーボール等のメニューで、笠置町と和束町

で実施する予定です。１２番、「家庭の教育力の向上」でございます。⑴子育て応援事業と

いたしまして、①から③の事業を予定しております。⑵家庭教育支援基盤形成事業といた

しましては、ほっとサロン、子育て講座、おやこ食育教室を予定しております。⑶親子ふ

れあい事業といたしまして、親子ふれあい教室、子育て支援事業を予定しております。⑷

子育てボランティア養成事業につきましては、あそびうたコンサートを予定しております。

⑸読書活動推進事業といたしまして、①から⑩の事業を計画しております。⑹ブックカフ

ェでございます。春と秋に事業を予定しております。１３番、「地域社会の教育力の向上」

でございます。⑴笠置町サークル連絡会事業といたしまして、いきいきふれあいフェスタ

を予定しております。⑵南山城村文化協会事業といたしまして、文化のつどいと文化ツア

ーを予定しております。⑶地域交流事業といたしまして、宵待ち隣町の宵涼み会を、⑷地

域交流活性化支援事業といたしまして、和束町で生け花教室を予定しております。⑸伝統

文化伝承事業といたしまして、親と子の茶道教室と陶芸教室を、⑹ふるさと文化学習事業

といたしまして、ふるさと歴史講座を予定しております。⑺文化財保護委員会では、会議

等をご覧のように予定しております。⑻和束町史編さん事業といたしましては、予算が約

２，４００万円となっておりまして、①から④の事業を計画しております。主に人件費と

なっております。１４番、「人権教育の推進」といたしまして、笠置町同和教育推進協議会

事業で①から⑤の事業を、また、和束町人権教育推進協議会事業として①から③の事業を

予定しております。⑶人権啓発事業といたしましては、①から⑦の事業を予定しておりま

す。⑷障がい者支援事業といたしまして、社会見学等を予定しております。以上が、平成
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３１年度予算の主な施策の生涯学習課分でございます。 

 

西本教育長 

 生涯学習課の方は、項目ごとの予算は上がっていなくて、全体的な事業予算で、細かく

はできないということですか。例えば、９ページのＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業が①から⑩

まであるが、それぞれの予算として上がってないということですか。 

 

増田生涯学習係長 

 事業費としては、全体として予算を計上しておる形でございます。 

 

西本教育長 

 そういうことでご理解をよろしくお願いします。学校教育課の方は細かな金額が入って

いるわけですが、生涯学習課につきましては、基本的には全体の予算から、今言う取組に

基づいて予算執行をしていくという認識でお願いします。ご質問どうですか。 

 

北口委員 

 ２ページの芸術鑑賞ですが、笠置小学校は芸術鑑賞をしないのですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 京都府等が招待する事業がありますので、いつもそちらの方で対応しています。 

 

竹谷教育次長 

 学校全体が動きやすい児童数でもあるということで、京都府の方で、例えば、劇団四季

のイベントを募集される場合がありますので、そういったものに応募し、積極的に活用し

て、芸術鑑賞という位置づけをしています。笠置小学校の独自予算という形は取っていな

いです。 

 

北口委員 

 経費は、どこから出るのですか。 

 

西本教育長 

 京都府の事業等に申し込んでいます。例えば、落語もその一つです。だから、笠置小学

校は芸術鑑賞を全くやっていないということではありません。 

 

北口委員 

 分かりました。３ページの３の⑵のクラブ指導手当ですが、この間、部活動の外部指導

者の募集をかけられましたが、その結果はどうだったのですか。応募があって採用された

のですか。 
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竹谷学校教育課長 

 応募していただいております。各学校に応募された方を紹介しておりますので、各学校

で応募された方と面接していただいて、来ていただくかどうか学校で考えていただいてお

ります。 

 

北口委員 

 まだ、はっきりと採用とかいうことにはなっていないのですか。 

 

西本教育長 

 部活の外部指導者は、この⑵とは別です。⑵は、部活（クラブ）指導手当で、これは教

職員の分です。クラブ指導手当というのは無いのですが、連合の場合、特別に頑張っても

らっているということで手当を出しています。そういう意味です。 

 

北口委員 

 そうですか。そうしたらこの前募集をかけられた指導員は。 

 

西本教育長 

 あれは部活の部外指導者です。募集をして、応募は何人あったのですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 ４名です。 

 

北口委員 

 ４名、応募がありましたか。 

 

西本教育長 

 卓球、バスケットボールです。笠置中学校も和束中学校も部があるところは、応募して

もらっています。最終的には学校の方が面接します。 

 

竹谷教育次長 

 中学校が面談をされ、教育委員会に申請が上がってまいりまして、最終的には教育委員

会が承認するという流れになります。最初は、京都府事業の活用を考えています。５月に

入ってからスタートするイメージで進めています。 

 

北口委員 

 当初予算にはその部分は上がってこないのですか。補正か何かですか。 
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竹谷教育次長 

 当初予算には計上しておりません。京都府の事業に申し込んで、何時間と決まった枠内

ですが、それでまずやってみて、あと様子を見ながら予算が必要であれば考えるという形

で考えています。 

 

北口委員 

 それと同じページの４の⑶の日本語学習、生活指導員の配置ということですが、この指

導員というのはどういう方が配置されるのですか。例えば、教員とか、教員をやっておら

れた方ですか。 

 

竹谷教育次長 

 ドバイからの児童生徒に対する日本語学習、生活指導を行う指導員は、谷先生で教員で

す。 

 

西本教育長 

 退職されて国語の先生です。その先生が南山城小学校に指導員として、笠置中学校に講

師として、前にも言いましたように、中学３年生になりますから国語の力を付けるという

ことで、単に学習支援じゃなくて国語の講師という形で、４月から単費で採用します。 

 

北口委員 

 中学３年生になっていたら高校進学もありますのでね。 

 

西本教育長 

 小学校の場合は、生活指導を含めた指導員でいいのですが、特に、中学校になったら入

試が関係します。国語の力が無かったら他教科にも影響してきますから、特別に国語の指

導をしてもらうということで考えています。 

 

北口委員 

 笠置小学校の空調設備の設計業務というのが新規で入っています。この間の議会議事録

を拝見していたら、将来のことも考えて、どのくらいの規模、全教室やるとかやらないと

か何か色々言われていたようですが、この設計費というのはどういった内容ですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 そのことに関しましては、設計する過程で学校並びに笠置町とも財政的な部分で影響し

ますので相談しながら、どのような整備方法が良いのかということを決めていきたいと考

えています。 

 

西本教育長 
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 １年掛かりまして、実際、どんな形でやるのが一番いいのか。教室全部というのは無理

ですので無いと思います。例えば、２教室にするとか、或いは、上と下に分けるとか、も

っと違う方法とか、平成３１年度末までに整理をして、平成３２年度から施工に入ってい

きたいと思っています。他どうですか。村田委員さん、この連合予算を見てもらって、連

合ならではのきめ細かいことを我々はやってきたと思っているのですが、如何ですか。 

 

村田委員 

 これを見させてもらって、本当にこの「ならでは」というか、非常にきめ細かいなとい

うのがあるのかなと思います。別件ですが、今日の離任式、非常に感激しました。「ならで

は」というか、距離がものすごく近く感じます。教員と教育委員会の近さ、近いというこ

とは、子どもにも近いということかと。そして一人一人の良さというのを、教育長が仰っ

たと思うのですが、それが子ども一人一人の良さを発揮させる基になってくるんじゃない

かなということと、それから教員が、「ここで培った力」という、あそこの部分というのが

すごいなと思います。連合長さんもここで培ったものを次に活かしてくれと、教育長の土

産という言葉もあったけども、そこらの部分がこの予算の中に配分されているんじゃない

かなと思います。それから、幼稚園教育とは全然関係ないのですか。保育園か。保育園は

載ってないね。 

 

竹谷教育次長 

 予算には載ってないです。 

 

村田委員 

 幼小接続そのものを見ておったら、保育園の教育というのは無いけども、活動内容、方

針は見たことは無いのですが、英語とか、連合しか分からないけども、何かやっています

ね。やっぱり英語活動そのものについて焦点をこれから当てていく必要があると思うので

すが、そこらを見つめたら幼稚園・保育園の方からやるということは、小学校に来た時も、

いわゆる、なだらかな段差という部分では非常にいいのかなと。やっぱり幼小接続そのも

のをきちっとやる、慣れるということも大事だけども学力という、そこの質の高さを求め

るのであれば、幼小接続をどういうふうな形で連合としてあるべき姿か、予算配分が見え

たら嬉しいなというふうに思います。以上です。 

 

西本教育長 

 保小の繋がりというのは大きな課題です。連合には幼稚園がありません。だから、どう

してもそれぞれ町村の福祉課でやっています。学校の方から保小の連携、町村ごとの保小

の連携とかはやっているのですが余り効果は出て来ていません。大きな課題です。連合長

も副連合長もその辺り、繋がりが何とかならないのかというのを思っていますので、これ

からその辺りも重点的に取り組んでいく必要があると思います。他よろしいですか。 
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植田委員 

 ４ページの６の⑷の公用車へのドライブレコーダー導入のことですが、これは順次スク

ールバスとかにも設置される予定ということですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 スクールバス等の公用車に設置する予定をしております。 

 

植田委員 

 全てに、一度にということですか。 

 

竹谷学校教育課長 

 順次、設置する予定です。 

 

植田委員 

 南山城小学校のスクールバスの事故があった時、私の子どもも乗っていましたが、こう

いうものを付けていただければ、明確な事故原因の究明にもなりますので、とてもありが

たいと思っています。 

 

西本教育長 

 スクールバス、公用車を含めて取り付けるということですのでご理解をお願いします。 

他、よろしいですか。予算の概要について報告をさせていただきました。後程、十分見て

いただいて、これはどうなんだというのがありましたら事務局へ問い合わせをしてくださ

い。諸般の報告は以上です。 

 日程第６、その他です。 

２の次期定例教育委員会の開催日程（案）について、事務局お願いします。 

 

竹谷教育次長 

 ５月の開催日程の調整をお願いしたいと思います。案としましては、５月１５日の水曜

日の午後３時から、この会議室ということです。提出を予定している議案は、平成３１年

度相楽東部広域連合立学校の各主任の承認に係る専決処分の承認について他ということで

す。ご都合は、いかがでしょうか。 

 

（教育長、委員により「定例教育委員会の日程」を協議する。） 

 

西本教育長 

 次期定例教育委員会は、５月１５日の水曜日の午後２時から開催します。 

 それでは、平成３１年度第１回定例教育委員会をこれで終了させていただきます。 

どうもありがとうございました。ご苦労さまでした。 
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                           〈午前１１時５５分閉会〉 

     

― 了 ― 

 


